
四国中央土木事務所 会計年度任用職員 

（臨時補助員[パートタイム]募集案内） 

 

令和８年３月 18日 

四国中央土木事務所 

 

四国中央土木事務所で勤務する臨時補助員を次のとおり募集します。 

 

１ 募集職名、採用予定人員、勤務先、職務内容 

（１） 職名 会計年度任用職員（臨時補助員） 

（２） 採用予定人員 １名 

（３） 勤務先 四国中央土木事務所 用地管理課（四国中央市三島宮川 4丁目 6-55） 

（４） 職務内容 

  ・工事に係る現地立会、検査、道路パトロール等補助 

  ・その他職員の指示による事務処理 等 

 

２ 応募資格 

（１） 心身ともに健康であり、誠実に職務を遂行できる者 

（２） 地方公務員法第 16条各号に規定する欠格事項に該当しない者 

 

３ 応募方法 

  市販のＡ４判履歴書に必要事項を記入のうえ、申込前３か月以内に撮影した顔

写真（上半身・脱帽・正面向き）を貼って、次の提出先に直接または郵送で提出

してください。 

  なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

 ※応募書類に記載されている個人情報は、当該選考以外の目的に使用することは

ありません。 

 ※直接提出される場合は、業務時間中（平日の８時 30 分から 17 時 15 分まで）

に提出願います。郵送の場合は、期限までに必ず到着するようにしてください。 

   提出先 四国中央土木事務所（葛西あて） 

       〒799-0404 四国中央市三島宮川 4丁目 6-55 

 

４ 応募期間 

  令和８年３月 18日（水）から令和８年３月 25日（水）まで 

  ただし、期間内に応募者が充足した場合は、募集を締め切ることがあります。 

 

５ 選考方法 

（１） 書類選考 選考結果は随時連絡します。 

（２） 面接試験 

① 試験日時 書類選考完了後、面接対象者に連絡します。 

② 試験場所 四国中央土木事務所 会議室 

  なお、面接試験当日に欠席された場合は、応募を辞退したものとみなしますの

でご注意ください。 

 

６ 採用予定日 令和８年４月１日 

 

 

 

 

 



７ 採用後の勤務条件 

（１） 任用期間 令和８年４月１日～令和８年９月 30日（６か月） 

（２） 勤務日  月～金曜日のうち、３日間 

（３） 勤務時間 １日７時間 45分 

         就業時間：８時 30分～17時 15分 

         休憩時間：60分（12：00～13：00） 

         そ の 他：時間外労働なし 

（４） 服務 

次のとおり、地方公務員法上の服務の規定が適用されます。 

・服務の宣誓（第 31条）    ・守秘義務（第 34条） 

・職務専念義務（第 35条）   ・政治的行為の制限（第 36条） 

・争議行為等の禁止（第 37条） ・営利企業への従事等の制限（第 38条） 

（５） 給与等 

① 報酬月額 行政職給料表１級１号給（197,013円）の額×23.25/38.75（円未満切り捨て） 

（勤務当月の 21日支払※土日の場合はその直前の平日） 

  ② 通勤手当 県の規定に基づき支給されます。（勤務月の翌月 21日支払） 

③ 期末手当 支給なし 

④ 勤勉手当 支給なし 

⑤ 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び雇用保険が適用されます。 

（５）週休日等 

   土曜日、日曜日、国民の祝日 

（６）有給休暇 雇用期間中に２日 

 ※（１）から（６）の勤務条件は改定されることがあります。 

 

８ 問い合わせ先 

  四国中央土木事務所 担当：葛西 

  〒799-0404 四国中央市三島宮川 4丁目 6-55 

  電話番号 0896-24-4455（代表） 内線 301 

   


